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(57)【要約】
【課題】高炭素鋼を鋳造する湾曲型ビレット連続機にお
いて、鋳型下の二次冷却条件を適正化することにより鋳
片の内部割れの発生を防止し、且つ、中心偏析が良好な
連続鋳造方法を提供する。
【解決手段】断面の１辺の長さが１６０ｍｍ以下で、炭
素含有量が０．６～１．０質量％の高炭素鋼ビレットを
、湾曲型連続鋳造機を用いて鋳造する際に、鋳型下湾曲
部の二次冷却帯での冷却を２段階で行う連続鋳造方法に
おいて、まず、１段階目の水量密度を０．０１～０．０
３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃの範囲とし、次に、２段階目の二次
冷却帯の水量密度を０．００２ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ未満と
して、湾曲部矯正位置での鋳片の凝固シェル厚みを３０
ｍｍ以上確保し、且つ、湾曲部矯正位置での鋳片表面温
度を１１５０～１２００℃の範囲に制御することを特徴
とするビレットの連続鋳造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断面の１辺の長さが１６０ｍｍ以下で、炭素含有量が０．６～１．０質量％の高炭素鋼
ビレットを、湾曲型連続鋳造機を用いて鋳造する際に、鋳型下湾曲部の二次冷却帯での冷
却を２段階で行う連続鋳造方法において、まず、１段階目の水量密度を０．０１～０．０
３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃの範囲とし、次に、２段階目の二次冷却帯の水量密度を０．００２ｍ
3／ｍ2／ｓｅｃ未満として、湾曲部矯正位置での鋳片の凝固シェル厚みを３０ｍｍ以上確
保し、且つ、湾曲部矯正位置での鋳片表面温度を１１５０～１２００℃の範囲に制御する
ことを特徴とするビレットの連続鋳造方法。
【請求項２】
　前記二次冷却帯での冷却に引き続き、鋳片の軽圧下を行う際に、鋳片中心固相率を０．
２以上の部分で軽圧下を行うことを特徴とする請求項１に記載のビレットの連続鋳造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、湾曲型連続鋳造機を用いて、断面の１辺の長さが１６０ｍｍ以下の高炭素鋼
ビレットを鋳造する際に、鋳片内部割れを発生させずに中心偏析を改善する連続鋳造方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ビレットは、断面の１片の長さが１６０ｍｍ以下の角型の断面を有する鋳片である。従
来は、より大きな断面積のブルームを連続鋳造し、このブルームを分塊圧延してビレット
を製造する方法を行ってきたが、製造工程の短縮、また、省エネルギー推進の観点から、
直接、ビレットを連続鋳造する方法が行われてきている。
【０００３】
　高炭素鋼ビレットの連続鋳造においては、炭素濃度が高いことにより、低炭素鋼や中炭
素鋼に比べて割れ限界歪みが小さいことから、鋳片内部に割れが発生し易いことが知られ
ており、湾曲型連続鋳造機の矯正位置において、鋳片内部割れが発生し易い傾向にある。
鋳片内部の割れを防止するためには、鋳片冷却を強化して凝固シェル厚みを確保すること
により、鋳片の内部割れを防止することが行われている。
【０００４】
　一方、高炭素鋼ビレットは、その後、圧延過程を経て線材として使用されるため、鋳片
における中心偏析が問題となり、鋳片での中心偏析により、初析セメンタイトやミクロマ
ルテンサイトが発生すると、それを起点として伸線時に割れが発生して、断線するトラブ
ルが発生することがある。
【０００５】
　このため、高炭素鋼ビレットの中心偏析を改善するために、一般に、二次冷却水量を減
らした緩冷却操業を行い、鋳片内部の凝固速度を遅くして、偏析元素の濃化を抑制するこ
とが指向されている。
【０００６】
　しかしながら、緩冷却にて冷却水量を減らすことにより、鋳片での凝固シェルの成長が
遅くなり、鋳片内部に割れが発生する品質トラブルが発生したり、凝固シェルが薄いため
に、凝固シェルが破断して、鋳片内のまだ未凝固の溶鋼が噴出してしまうブレークアウト
といった操業上のトラブルを引き起こすことが懸念される。
【０００７】
　このように、高炭素鋼のビレット鋳造法においては、鋳造過程において、鋳片の内部割
れと中心偏析の両方の抑制を図る必要がある。
【０００８】
　そこで、従来は、特許文献１に示すように、１６０ｍｍ以下のビレット連続鋳造におい
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て、鋳片を曲げ戻す前での鋳片の内部割れを防止するため、鋳片断面における上面及び下
面での凝固シェル厚みを３０ｍｍ以上確保し、Ｃ偏析を低減するために、曲げ戻し開始後
から凝固を完了するまでに、少なくとも１００秒以上放冷する連続鋳造方法や、さらに、
鋳片中心固相率０．２以上の条件において軽圧下を行うことが提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－１１７４０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の方法では、鋳片を曲げ戻す前の鋳片断面における上面及び
下面での凝固シェル厚みを３０ｍｍ以上確保しているため、鋳片の内部割れは防止できる
ものの、中心偏析が改善されない場合があることが判った。
【００１１】
　すなわち、二次冷却帯における冷却で、鋳片を曲げ戻しによる内部割れを起こさないた
めの凝固シェル厚みは確保できるものの、二次冷却帯を出た後の熱履歴や、放冷による中
心偏析軽減は、雰囲気温度等の変化の影響を受けるため、曲げ戻し開始後から凝固を完了
するまでに、少なくとも１００秒以上放冷しても、中心偏析が要求レベルを満足しない場
合があることが判った。
【００１２】
　そこで、本発明では、湾曲型ビレット連続鋳造機において、高炭素鋼を連続鋳造するに
際して、凝固シェル厚みを確保しつつ、中心偏析も改善することにより、安定した製造を
可能とし、製造工程の短縮化、および、省エネルギー化を達成できるビレットの連続鋳造
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の要旨は、以下の通りである。
【００１４】
　（１）　断面の１辺の長さが１６０ｍｍ以下で、炭素含有量が０．６～１．０質量％の
高炭素鋼ビレットを、湾曲型連続鋳造機を用いて鋳造する際に、鋳型下湾曲部の二次冷却
帯での冷却を２段階で行う連続鋳造方法において、まず、１段階目の水量密度を０．０１
～０．０３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃの範囲とし、次に、２段階目の二次冷却帯の水量密度を０．
００２ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ　未満として、湾曲部矯正位置での鋳片の凝固シェル厚みを３０
ｍｍ以上確保し、且つ、湾曲部矯正位置での鋳片表面温度を１１５０～１２００℃の範囲
に制御することを特徴とするビレットの連続鋳造方法。
【００１５】
　（２）　前記二次冷却帯での冷却に引き続き、鋳片の軽圧下を行う際に、鋳片中心固相
率を０．２以上の部分で軽圧下を行うことを特徴とする前記（１）に記載のビレットの連
続鋳造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、湾曲型ビレット連続鋳造機において高炭素鋼ビレットの安定した製造が
可能となり、従来の大断面積のブルームから分塊圧延してビレットを製造するプロセスに
比べて、製造工程の短縮化、また、省エネルギー化を推進することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明者らは、高炭素鋼ビレットを湾曲型連続鋳造機を用いて鋳造する場合に、二次冷
却帯以降の熱履歴などの変動要因の影響を受けることなく、湾曲部矯正位置における鋳片
内部割れを発生させず、且つ、鋳片の中心偏析を改善するため、二次冷却条件と湾曲部矯
正位置における鋳片表面温度のコントロールに着目して調査を行った。
【００１８】
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　その結果、鋳片の二次冷却帯における冷却において、まず、強冷却とし、その後に、緩
冷却とする２段階の冷却を行い、且つ、矯正位置における鋳片表面温度を、所定の範囲に
コントロールすることで、湾曲部矯正位置において凝固シェル厚みを適切に確保しつつ、
鋳片の中心偏析も改善することができることを見出し、本発明を成すに至った。以下に、
詳細に説明する。
【００１９】
　図１に、湾曲型ビレット連続鋳造機の概略を示し、本図を用いて、ビレットの連続鋳造
方法を説明する。
【００２０】
　ノズル１により溶鋼が注入、供給され、鋳型２により冷却されて、鋳片初期の凝固シェ
ルが形成された後、ピンチロール３にて、鋳片を引き抜くが、引き抜き中に、湾曲部に設
置した二次冷却帯４において、鋳片はスプレー冷却されて、凝固シェルが成長する（ここ
では、二次冷却帯４の上部を４－ａ，それ以降は、４－ｂとした）。
【００２１】
　鋳片は、湾曲部の矯正位置５にて、水平に矯正（曲げ戻し）されるが、その際に、矯正
歪が加わるために、凝固シェル厚みが不足すると、鋳片の内部割れが発生する。その後、
鋳片は、軽圧下装置６にて、所定量圧下され、シャー７にて、所定長さの鋳片長に切断さ
れて搬送されて、ビレット鋳片が製造される。
【００２２】
　本発明は、炭素含有量が０．６～１．０質量％の範囲の高炭素鋼で、断面の１辺の長さ
が１６０ｍｍ以下のビレットを連続鋳造するにあたり、鋳型下湾曲部の二次冷却帯４での
冷却を２段階で行う方法であって、まず、１段階目の水量密度を０．０１～０．０３ｍ3

／ｍ2／ｓｅｃの範囲とし、次に、２段階目の二次冷却帯の水量密度を０．００２ｍ3／ｍ
2／ｓｅｃ　未満として、湾曲部矯正位置３における凝固シェル厚みを３０ｍｍ以上確保
し、且つ、湾曲部矯正位置での鋳片表面温度を１１５０～１２００℃の範囲に制御する方
法である。
【００２３】
　本発明では、上記の通り、二次冷却帯以降の熱履歴などの変動要因の影響を受けること
なく、二次冷却条件を適切に制御することで、湾曲部矯正位置における鋳片内部割れを発
生させず、且つ、鋳片の中心偏析を改善することについて検討を行った。
【００２４】
　そこで、鋳型下湾曲部の二次冷却帯４での冷却を２段階で行うことに着目して検討した
ところ、１段階目を強冷却として、凝固シェル厚みの確保を、まず優先させ、これにより
、２段階目を緩冷却として、湾曲部矯正位置での鋳片表面温度を１１５０～１２００℃の
範囲に制御して鋳片断面における温度分布の均一性を良好にする工程を、二次冷却帯内で
確保することができるので、中心偏析も良好に抑制することができることを見出した。
【００２５】
　ここで、１段階目の水量密度を、０．０１～０．０３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃの範囲と規定し
た。０．０１ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ以上の水量密度は、通常、２．５～３．５ｍ／ｍｉｎ程度
の鋳造速度で操業するビレット連続鋳造においては、鋳型（図１中、２、参照）で形成さ
れたビレットの凝固シェル成長を促進させるために必要な水量密度であり、この値より少
ない場合には、凝固シェルの成長不足により、凝固シェルが破断して、鋳片内未凝固の溶
鋼が流出してしまうブレークアウトや、凝固シェル不足に起因したバルジングといったト
ラブルが発生してしまう可能性がある。
【００２６】
　一方、水量密度の上限は、鋳片の凝固シェル成長促進の観点から、特に規定する必要は
ないが、現実的に実施可能な範囲として、０．０３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ以下に規定した。な
お、０．０３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃは、一般的なビレット連続鋳造機としてはかなり大きな値
である。
【００２７】
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　また、２段階目の二次冷却帯の水量密度を、０．００２ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ未満と規定し
た。この規定は、中心偏析を良好なものとするために二次冷却水量を低減し、ビレット表
面からの冷却を抑制することで断面内部の温度勾配を抑制し、成分元素の濃化抑制を目的
とするものであるが、０．００２　ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ以上では、冷却強度が強すぎて、中
心偏析を抑制することが十分に行えないことを、実験的に知見したことによる。
【００２８】
　なお、１段階目の二次冷却による十分な凝固シェル成長促進を行っているため、２段階
目においては、冷却しない条件においても、特に問題はないので、下限値は０ｍ3／ｍ2／
ｓｅｃを含む。
【００２９】
　次に、湾曲部矯正位置における凝固シェル厚みの下限値を３０ｍｍと規定したのは、鋳
片の内部割れを発生させないための最低値であることを、別途、確認したことによる。上
限値については、特に、内部割れ発生防止の観点からは規定する必要はないが、凝固シェ
ル厚みが大きいほど矯正機の負荷が大きくなるため、常識的には、５０ｍｍ程度である。
【００３０】
　また、湾曲部矯正位置での鋳片表面温度を１１５０～１２００℃の範囲と規定した。こ
の温度範囲は、矯正位置より前に位置する１段階目、２段階目の二次冷却にてビレットを
冷却した際、中心偏析を改善するために必要な温度コントロール範囲である。
【００３１】
　１１５０℃未満の場合には、鋳片冷却が強すぎて、温度分布の均一性を良好にすること
ができないため、中心偏析を改善することができず、一方、１２００℃超の場合には、矯
正位置より下流に位置する軽圧下装置に十分な中心固相率の鋳片を送り込めず、中心偏析
改善効果を期待できないことを、実験的に知見したことによる。
【００３２】
　ちなみに、炭素含有量が０．６～１．０質量％の範囲の高炭素鋼を対象としたのは、本
発明の高炭素鋼ビレットは、中心偏析が問題となる線材製品用の素材であるため、一般的
な硬鋼線材である炭素含有量が０．６～１．０質量％の範囲を対象とした。
【００３３】
　本発明においては、断面の１辺の長さが１６０ｍｍ以下のビレットを対象とした。従来
、ビレットよりも大断面のブルームを分塊圧延してビレットとしており、分塊圧延してで
きるビレットの最大値は、１６０ｍｍ程度である。ビレットの製造は、ブルームの分塊圧
延を省略する製造プロセスであるため、対象とするビレットの１辺の長さを１６０ｍｍ以
下と規定した。
【００３４】
　ここで、１段階目と２段階目の水量密度の設定については、湾曲部矯正位置（図１中、
３、参照）における凝固シェル厚みを３０ｍｍ以上確保し、且つ、湾曲部矯正位置での鋳
片表面温度を１１５０～１２００℃の範囲になるように、予定している鋳造速度を考慮し
て、伝熱計算により事前に求めておくことができる。
【００３５】
　すなわち、伝熱計算により、凝固シェル厚み、鋳片表面温度を計算により事前に求めて
おくことができるので、１段階目と２段階目の適切な水量密度を設定することができる。
【００３６】
　ちなみに、二次冷却帯の１段階目長さについては、凝固シェル成長促進に必要な冷却範
囲であるが、これを極端に短くしてしまうと、凝固シェル成長が阻害される可能性があり
、また、冷却不足により鋳片のバルジングが発生してしまい、鋳片の形状不良や鋳片の引
き抜きが円滑に行えなくなる可能性がある。このため、凝固シェル成長促進、鋳片形状不
良や鋳片引き抜き安定化の観点から、１段目長さについては、１～２ｍ程度の範囲とする
ことが好適である。
【００３７】
　一方、二次冷却帯の２段階目長さについては、二次冷却帯の全体の長さが決まれば、そ
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の差し引きで決定される。二次冷却帯の全体の長さは、常識的な範囲で、適宜、設定され
る。
【００３８】
　伝熱計算は、鋼の成分値より計算に必要な物性値（液相線温度、固相線温度など）と冷
却条件を基に求めることができる。
【００３９】
　ここで、鋼の成分値より計算に必要な物性値（液相線温度、固相線温度など）は、例え
ば　鉄鋼便覧　第３版　Ｉ　基礎　ｐ２０５により算出することができる。
【００４０】
　また、冷却条件は、水量密度に応じた熱伝達係数より求めることができる。ちなみに、
水量密度と熱伝達係数との関係については、例えば　鉄鋼便覧　第３版　ＩＩ　製銑・製
鋼　ｐ６２０により求めることができる。
【００４１】
　以上の通り、上記の物性値と冷却条件を基にした伝熱計算より、凝固シェル厚み、鋳片
表面温度を計算により事前に求めておくことで、本発明を実施できる。
【００４２】
　また、実際の操業においては、凝固シェル厚みを実測することは難しいが、湾曲部矯正
位置での鋳片表面温度については、放射温度計で測定することができるため、伝熱計算で
得られた条件の検証を行うことができ、計算値の検証、確認を行うことが可能である。
【００４３】
　また、鋳片温度については、凝固伝熱計算において算出可能であるが、極力実測するこ
とにより操業上の指標として活用できるため、実測しながら温度管理を行うことが好まし
い。
【００４４】
　また、上記の二次冷却に引き続き、得られたビレットを軽圧下装置６で軽圧下する際に
、軽圧下装置前の鋳片中心固相率が０．２以上の部分で軽圧下を行うことが好適である。
軽圧下の際に、鋳片中心固相率が０．２未満の場合、未凝固部分の液相が多すぎるため、
軽圧下による中心偏析抑制効果が発揮され難いためである。
【００４５】
　ちなみに、鋳片中心固相率は、前記した伝熱計算より求めるすることができる。
【００４６】
　本発明では、矯正位置での鋳片表面温度を１１５０℃以上と高くしているため、鋳片断
面の温度分布において、表面と内部との温度差を小さくできており、鋳片断面における温
度の均一性が良くなっていることに伴い、軽圧下での鋳片圧下による中心偏析抑制効果が
良好に発揮される。
【００４７】
　ちなみに、鋳片中心固相率とは、
　鋳片中心固相率＝（Ｔ１／Ｔ３）／（Ｔ１／Ｔ２）
　Ｔ１：鋳片の液相線温度（℃）
　Ｔ２：鋳片の固相線温度（℃）
　Ｔ３：鋳片断面の中心温度（℃）
であり、Ｔ１、Ｔ２の温度については、主に鋳片の成分値より算出でき、Ｔ３は、上記し
た伝熱計算より算出できる。
【実施例】
【００４８】
　図１に示した湾曲型ビレット連続鋳造機を用い、炭素含有量が０．６質量％の鋼におい
て本発明の二次冷却条件と従来条件を設定して鋳造した。
【００４９】
　本実施例での設備条件は、湾曲型ビレット連鋳機の湾曲部円弧半径が５ｍ、矯正位置は
メニスカス８より７ｍの位置であり、軽圧下装置はメニスカス８から１２ｍの位置とした
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。
【００５０】
　また、本実施例での操業条件は、一片が１２２ｍｍ角のビレットを鋳造し、鋳造速度は
３ｍ／ｍｉｎの一定条件、鋳造時の溶鋼過熱度（当該成分系での液相線からの温度）は２
０～３４℃の条件下で行った。なお、二次冷却条件については、表１に詳細を示す。
【００５１】
【表１】

【００５２】
　この条件下で鋳造した際の試験結果を、表２に示す。表２の試験結果に記載する矯正位
置の鋳片表面温度については、放射温度計を用いて実測した値であり、凝固シェル厚、及
び軽圧下前鋳片中心固相率は前記の伝熱計算より算出した値である。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　また、鋳片内部品質（鋳片内部割れ、中心偏析）については、本実施例での鋳造した鋳
片よりサンプルを採取し、サンプルのマクロエッチング写真より、鋳片の内部割れ有無（
表２では、内部割れ無しを“○”、内部割れ有りを“×”と標記）、及び、中心偏析最大
粒径（線材最終製品より求められる結果より、中心偏析最大粒径は４．５ｍｍ以下とする
必要があるため、最大偏析４．５ｍｍ以下を合格としている。ここでは、合格は”○“、
不合格は”×“と標記）の判定を行ったものである。
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【００５５】
　本実施例では、鋳型下１段目の二次冷却水量密度長さを１．７ｍとし、二次冷却帯上部
の水量密度を０．００９～０．０１３ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ、それ以降の２段目の二次冷却帯
水量密度を０．００１３～０．００２５　ｍ3／ｍ2／ｓｅｃとして鋳造を行った。
【００５６】
　この結果、二次冷却帯１段目の水量密度については、水量密度を０．０１　ｍ3／ｍ2／
ｓｅｃ以上とすることで、矯正位置の凝固シェル厚を３０ｍｍ以上確保できていることが
判り、鋳片の内部割れが発生していないことが判る。
【００５７】
　次に、湾曲部二次冷却帯上部を１．７ｍとした以降の２段階目の二次冷却条件について
は、水量密度を０．００２ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ以上とした場合には、鋳片中心固相率は０．
２以上となるものの、中心偏析は改善せず、最大偏析粒径を満足することができなかった
。
【００５８】
　このため、水量密度を０．００２ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ未満としたところ、鋳片中心固相率
が０．２以上となる場合においては、中心偏析が合格レベルとなり、鋳片品質向上効果を
確認することができた。この場合の矯正位置の鋳片表面温度は、１１５０℃以上であった
。
【００５９】
　本実施例より、湾曲型のビレット連鋳機で高炭素鋼を鋳造する場合に、鋳型下１段目の
二次冷却帯の帯水量密度を０．０１ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ以上とし、それ以降の二次冷却帯の
水量密度を０．００２ｍ3／ｍ2／ｓｅｃ未満とすることにより、湾曲部矯正位置の鋳片シ
ェル厚を３０ｍｍ以上確保して鋳片内部割れの発生を防止し、湾曲部矯正位置での鋳片表
面温度を１１５０℃以上として、軽圧下前の鋳片中心固相率を０．２以上とすることによ
り、中心偏析が良好な鋳片を製造できることを確認することができた。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明を実施する湾曲型ビレット連鋳機の概略を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　ノズル
　２　　鋳型
　３　　ピンチロール
　４　　二次冷却帯
　５　　湾曲部矯正位置
　６　　軽圧下装置
　７　　シャー
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